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　道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより、通行
の支障になっていることが見受けられます。これら
が原因で、車両や歩行者に事故が発生したときは、
当該樹木の所有者の責任を問われるときがあります
ので、樹木の伐採または枝
払いをお願いします。特に、
強風や大雨の後は注意する
ようにご協力をお願いしま
す。
　また、所有地から公道に
張り出す雑草についても、
同様に管理をお願いします。

　県道：土浦土木事務所道路管理課（☎822-4346）
市道：市道路課（☎826-1111　内線2394、2395）

道路への倒木などにご注意

道路への倒木、枝・雑草の

張り出しにご注意！
◉具体例
・道路、歩道へ樹木が張り出している
・枯れ木、折れ枝などにより通行障害がある（また
はその恐れがある）
・竹林の繁茂による通行障害がある（またはその恐
れがある）
・雑草が公道上に伸び、通行障害がある。見通しが
悪い

・電線や電話線のある場所での作業は、事前に東
京電力またはNTTに連絡し、立会いのもとで
行ってください。
・通行車両、自転車、歩行者の安全確保と、樹木
からの転落防止などに十分気をつけてください。

作業時の注意点

問

　　容器包装プラスチックの分け方
～ペットボトル本体は容器包装プラスチックには出せません～
　ペットボトルの本体は容器包装プラスチックではありません。ペットボトルはペットボトル収集日に、
キャップとラベルは容器包装プラスチック収集日にそれぞれ出すようお願いします。

環境衛生課（☎826-1111　内線2492）問

ペットボトルは
潰すと袋にたく
さん入るよ！

◉容器包装プラスチックとは？
　右のプラマークが付いているも
のが対象です。マークの隣に容器
包装プラスチックがどの部分かが
記載されています。

一例
・包装類（菓子袋、冷凍食品の包み、ペットボト
ルのラベルなど）

・容器類（卵のパックなど）
・発泡スチロール類（白色トレイなど）
・その他（ボトルのキャップなど）

注意！

◉ペットボトルの出し方
　対象となるペットボトルには、
ラベルやボトル本体にマークがあ
ります。

・キャップとラベルを必ずはずし
てください。
・本体の中を水ですすいでくださ
い。
・市指定のごみ袋は使用せず、中
身が見えるような袋に入れて集
積場に出してください。ネット
バックのある集積場は、ネット
バックに直接入れてください。
・収集日は月２回です。
・資源ごみの集積場に出してくだ
さい。
・油などが入っていた容器は出せ
ません。
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